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要
介
護
認
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

介
護
保
険
制
度
で
は
、
被
保
険
者
が
要
介
護
認
定
を
受
け
、
そ
の
判
定
結
果
に
基
づ
き
、
支
給
限
度
額
の
範
囲
内
で
一
割
負

担
で
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
し
く
み
と
な
っ
て
い
る
。
要
介
護
認
定
で
は
、
認
定
調
査
員
に
よ
る
心
身
の
状
況
調
査
（
認
定

調
査
）
に
基
づ
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
（
一
次
判
定
）
が
行
わ
れ
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
学
識
経
験
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

介
護
認
定
調
査
会
で
一
次
判
定
結
果
と
認
定
調
査
員
の
特
記
事
項
、
主
治
医
意
見
書
等
に
基
づ
き
審
査
判
定
（
二
次
判
定
）
が

行
わ
れ
る
。
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
以
降
、
要
介
護
認
定
調
査
検
討
会
で
は
要
介
護
認
定
の
一
次
判
定
の
改
定
が
議
論
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
に
二
〇
〇
六
年
度
「
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
」
、
「
第
一
次
モ
デ
ル
事
業
」
（
二
〇
〇
七
年
度
）
が
行
わ
れ
、
二
〇
〇

八
年
度
中
に
「
第
二
次
モ
デ
ル
事
業
」
を
経
て
、
一
次
判
定
ロ
ジ
ッ
ク
を
改
定
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
介
護
を
必
要

と
す
る
被
保
険
者
に
と
っ
て
要
支
援
認
定
、
要
介
護
認
定
に
応
じ
て
支
給
限
度
額
が
決
定
さ
れ
る
の
は
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
第

一
歩
と
し
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
次
判
定
ロ
ジ
ッ
ク
の
改
定
に
関
わ
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
を
す

る
。

一

二
〇
〇
六
年
度
に
実
施
さ
れ
た
「
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
」
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
第

一
回
要
介
護
認
定
調
査
検
討
会
で
は
介
護
保
険
施
設
約
六
〇
施
設
（
入
所
者
四
五
〇
〇
人
程
度
）
を
対
象
に
�
介
護
時
間
調

一



査
（
一
分
間
タ
イ
ム
ス
タ
デ
ィ
調
査
）
と
�
状
態
調
査
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
年
一
二
月
六
日

に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
要
介
護
認
定
調
査
検
討
会
に
お
い
て
、
在
宅
（
約
一
〇
〇
〇
人
程
度
）
と
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
全
国

三
五
〜
五
〇
施
設
程
度
）
に
つ
い
て
二
〇
〇
六
年
度
老
人
保
健
健
康
推
進
事
業
に
お
い
て
調
査
す
る
こ
と
が
追
加
さ
れ
た
。

二
〇
〇
七
年
一
一
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
要
介
護
認
定
調
査
検
討
会
で
は
「
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
」
の
報
告
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
介
護
保
険
施
設
六
〇
施
設
（
入
所
者
三
五
一
九
名
）
の
調
査
結
果
の
み
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
在
宅
と
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
と
分
析
結
果
を
お
示
し
願
い
た
い
。

二

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
要
介
護
認
定
調
査
検
討
会
に
お
い
て
、
現
行
の
認
定
調
査
員
に
よ
る

調
査
項
目
八
二
項
目
に
、
新
た
に
選
定
さ
れ
た
一
一
〇
項
目
の
調
査
項
目
が
追
加
さ
れ
て
、
二
〇
〇
六
年
度
「
高
齢
者
介
護

実
態
調
査
」
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
第
二
回
要
介
護
認
定
調
査
検
討
会
で
は
、
現
行
の
八
二
項
目
に
、
新

た
に
選
定
さ
れ
た
六
項
目
の
調
査
項
目
が
追
加
さ
れ
て
、
合
計
八
八
項
目
で
「
第
一
次
モ
デ
ル
事
業
」
が
実
施
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
二
〇
〇
六
年
度
「
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
」
で
一
一
〇
項
目
に
の
ぼ
る
調
査
項
目
が
追
加
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「
第
一
次
モ
デ
ル
事
業
」
で
は
一
〇
四
項
目
が
削
除
さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
五
月
二
日
に

開
催
さ
れ
た
第
四
回
要
介
護
認
定
調
査
検
討
会
で
は
、
二
三
項
目
を
削
除
候
補
と
し
、
六
五
項
目
で
「
第
二
次
モ
デ
ル
事

二



業
」
を
実
施
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
要
介
護
認
定
調
査
検
討
会
に
お
け
る
こ
の
二
年
間
の
調
査
項
目
の
大
幅
な
加
除
変

更
は
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
と
理
由
お
よ
び
結
果
分
析
を
そ
れ
ぞ
れ
簡
潔
に

お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

�

二
〇
〇
六
年
度
「
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
」
に
お
い
て
一
一
〇
項
目
を
追
加
し
た
経
緯
と
理
由
お
よ
び
結
果
分
析

�

二
〇
〇
七
年
度
「
第
一
次
モ
デ
ル
事
業
」
に
お
い
て
一
〇
四
項
目
を
削
除
し
た
経
緯
と
理
由
お
よ
び
結
果
分
析

�

二
〇
〇
七
年
度
「
第
一
次
モ
デ
ル
事
業
」
に
お
い
て
六
項
目
を
追
加
し
た
経
緯
と
理
由
お
よ
び
結
果
分
析

�

二
〇
〇
八
年
度
「
第
二
次
モ
デ
ル
事
業
」
に
お
い
て
二
三
項
目
を
削
除
し
た
経
緯
と
理
由

あ
わ
せ
て
、
二
〇
〇
六
年
度
「
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
」
と
二
〇
〇
七
年
度
「
第
一
次
モ
デ
ル
事
業
」
に
要
し
た
各
費
用

と
、
二
〇
〇
八
年
度
「
第
二
次
モ
デ
ル
事
業
」
の
予
算
、
お
よ
び
委
託
調
査
機
関
の
機
関
名
と
委
託
調
査
機
関
の
選
定
理
由

を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

三

介
護
保
険
法
施
行
当
初
の
要
介
護
認
定
の
一
次
判
定
項
目
は
、
一
九
九
五
年
の
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
の
結
果
に
基
づ
き

作
成
さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
が
、
同
調
査
は
高
齢
者
施
設
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
。
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
認
定
者
は
二

〇
〇
七
年
一
二
月
現
在
、
四
五
八
万
一
二
五
七
人
、
利
用
者
は
三
六
五
万
二
四
二
四
人
だ
が
、
そ
の
う
ち
施
設
サ
ー
ビ
ス
利

三



用
者
は
八
二
万
三
八
八
八
人
で
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
者
が
七
七
・
四
％
を
占
め
て
い
る
。
初
期
の
要
介
護
認
定
の

デ
ー
タ
が
高
齢
者
施
設
入
居
者
を
対
象
と
し
た
の
は
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
デ
ー
タ
が
把
握
で
き
な
い
た
め
と
の
説
明

が
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
し
か
し
、
法
施
行
後
八
年
が
経
ち
、
新
た
に
要
介
護
認
定
の
一
次
判
定
ロ
ジ
ッ
ク
を
変
更
す
る
に

あ
た
り
、
二
〇
〇
六
年
度
「
高
齢
者
介
護
実
態
調
査
」
と
二
〇
〇
七
年
度
「
第
一
次
モ
デ
ル
事
業
」
と
も
に
、
施
設
サ
ー
ビ

ス
利
用
者
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。
在
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
を
調
査
対
象
と
し
な
い
で
、
一
次
判
定
ロ
ジ
ッ
ク
の
変
更
を

検
討
さ
れ
る
理
由
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
度
「
第
二
次
モ
デ
ル
事
業
」
の
対
象
者
と
対
象
理
由
を

お
示
し
願
い
た
い
。

四

二
〇
〇
八
年
度
「
第
二
次
モ
デ
ル
事
業
」
で
は
、
現
行
の
一
次
判
定
項
目
八
二
項
目
に
「
第
一
次
モ
デ
ル
事
業
」
で
追
加

さ
れ
た
六
項
目
の
合
計
八
八
項
目
か
ら
二
三
項
目
を
削
除
候
補
と
し
、
合
計
六
五
項
目
で
実
施
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

る
。
一
次
判
定
ロ
ジ
ッ
ク
と
は
、
「
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
量
」
を
測
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
の
八
二
項
目
は
、
前
回
の
改

定
を
経
て
、
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
項
目
と
理
解
す
る
。
「
第
二
次
モ
デ
ル
事
業
」
に
お
い
て
二
三
項
目
を
削
除
し
た

場
合
、
要
介
護
認
定
の
判
定
が
軽
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
二
三
項
目
を
削
除
し
た
場
合
の
認
定
ラ
ン
ク
の
変

化
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
蓄
積
デ
ー
タ
に
よ
り
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
と
考
え
る
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施

四



し
な
い
ま
ま
、
「
第
二
次
モ
デ
ル
事
業
」
開
始
の
運
び
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
第
二
次
モ
デ
ル

事
業
」
の
調
査
結
果
に
よ
り
、
要
介
護
認
定
者
の
介
護
度
が
軽
度
に
な
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
重
度
に
な
っ
た
場
合
に
、
ど

の
よ
う
な
検
討
を
行
う
予
定
な
の
か
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

五

第
四
回
要
介
護
認
定
調
査
検
討
会
の
資
料
�－

�
に
は
、
「
特
別
な
医
療
に
か
か
る
時
間
の
修
正
」
に
つ
い
て
「
新
た
な

タ
イ
ム
ス
タ
デ
ィ
の
結
果
に
基
づ
き
」
修
正
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
「
特
別
な
医
療
に
か
か
る
時
間
」
の
算
定
方

法
に
つ
い
て
の
わ
か
り
や
す
い
説
明
と
そ
の
根
拠
、
お
よ
び
「
特
別
な
医
療
に
か
か
る
時
間
」
一
二
項
目
を
修
正
す
る
理

由
、
ま
た
「
平
成
十
八
年
の
実
態
調
査
に
お
い
て
当
該
医
療
措
置
を
受
け
て
い
る
者
の
医
療
行
為
に
か
か
る
時
間
か
ら
当
該

医
療
行
為
を
行
け
て
い
な
い
者
の
医
療
行
為
に
か
か
る
時
間
を
減
じ
る
こ
と
で
算
定
す
る
。
」
こ
と
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
各

項
目
の
「
特
別
な
医
療
に
か
か
る
時
間
」
を
お
示
し
願
い
た
い
。

六

二
〇
〇
七
年
度
要
介
護
認
定
適
正
化
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
要
介
護
認
定
適
正
化
事
業
の
背
景
と
し
て
、
「
実
態

と
し
て
、
地
域
間
格
差
が
認
め
ら
れ
る
」
、
「
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
地
域
間
格
差
が
生
じ
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
な

か
っ
た
」
と
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
は
「
介
護
認
定
審
査
に
関
す
る
バ
ラ
ツ
キ
の
原
因
を
把
握
」
、
「
介
護
認
定
審
査
会
内

で
の
バ
ラ
ツ
キ
を
解
消
す
る
た
め
の
技
術
的
な
助
言
を
行
う
」
と
さ
れ
て
お
り
、
要
介
護
認
定
に
地
域
間
格
差
が
あ
る
こ
と

五



の
原
因
把
握
と
同
時
に
、
介
護
認
定
審
査
会
へ
の
技
術
的
な
助
言
を
行
う
事
業
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
適
正
化
を
実
施
す
る

た
め
に
は
、
原
因
を
把
握
し
た
う
え
で
、
整
理
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
対
応
策
を
関
係
機
関
に
提
示
す
る
の
が
通
常
の
手
順

と
考
え
る
が
、
原
因
把
握
と
助
言
が
同
時
に
実
施
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
地
域
間
格

差
を
不
適
正
と
位
置
づ
け
る
理
由
、
二
〇
〇
七
年
度
要
介
護
認
定
適
正
化
事
業
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
「
バ
ラ
ツ
キ
の
原

因
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
お
示
し
願
い
た
い
。

七

二
〇
〇
七
年
度
要
介
護
認
定
適
正
化
事
業
で
は
、
七
八
の
要
介
護
認
定
審
査
会
に
厚
生
労
働
省
及
び
要
介
護
認
定
適
正
化

事
業
事
務
局
の
認
定
適
正
化
専
門
員
が
訪
問
を
行
っ
た
と
の
報
告
が
あ
る
が
、
認
定
適
正
化
専
門
員
の
資
格
要
件
、
選
定
方

法
、
人
数
に
つ
い
て
お
示
し
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


